
告示第１３号 

 

 

 国等による障害者就労施設等から物品等の調達の推進等に関する法律に基づき、令和６

年度宜野座村障害者優先調達推進方針を策定しましたので、別紙のとおり公表します。 

 

 

令和６年４月２６日 

宜野座村長 當 眞  淳 

   



 

令和６年度 宜野座村障がい者優先調達推進方針 

 

１ 趣旨 

国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成 24 年法律

第 50号。以下「障害者優先調達推進法」という。)第 9条に規定する障がい者就労施設等か

らの物品等の調達の推進を図るため、以下のとおり方針を定める。 

 

２ 用語の定義 

方針において使用する用語は、障害者優先調達推進法で使用する用語の例による。 

 

３ 適用範囲 

本方針の適用範囲は、宜野座村の全ての機関が発注する物品又は役務(以下「物品等」と

いう。)の調達とする。 

 

４ 対象となる障がい者就労施設等 

対象となる障がい者就労施設等は、宜野座村内に事業所を有する以下のうち、物品等の調

達が可能な施設等とする。ただし、村長が特に必要があると認めるときには、この限りでは

ない。 

(1) 障害者総合支援法に基づく障がい福祉サービス事業を行う事業所のうち、次のサービ

ス事業所とする。 

  ア 就労継続支援事業所(A型、B型) 

  イ 就労移行支援事業所 

  ウ 生活介護事業所 

  エ 障がい者支援施設(生活介護、就労移行支援、就労継続支援のうちいずれかの障害

福祉サービス事業を行う施設) 

(2) 障害者総合支援法に基づく地域活動支援センター 

 

５ 調達する物品等の種類 

障がい者就労施設等が提供可能な物品及び役務とする。 

 

６ 担当窓口 

  本方針の担当窓口は、健康福祉課(以下「担当課」という。)とする。 

 

７ 調達の推進方法 

 (1) 担当課は、年度ごとに、前年度の調達実績等を勘案し、各機関の意見を聞いたうえ



で、当該年度に調達する物品等についての目標を設定する。 

 (2) 障がい者就労施設等からの物品等の調達にあたっては、予算の適正な執行に配慮し

つつ、随意契約を執行するなど、円滑な調達の推進に努めるものとする。 

 (3) 障がい者就労施設等から供給可能な物品等については、担当課が当該施設等からの

情報をもとに宜野座村関係各部局へ情報提供する。 

 

８ 共同受注窓口の活用 

物品等の共同受注、共同発注調整にあたっては、宜野座村内に事業所を有する施設等との

共同窓口を図るものとする。 

 

９ 調達方針及び調達実績の公表 

担当課は、本方針及び年度毎の調達実績を宜野座村ホームページ等により公表する。 

 

10 調達の目標 

前年度の調達実績等に基づき、それを上回ることを目標とする。 

 

11 その他 

物品等の調達のほか、障害者就労施設等の村役場庁舎内での物品の販売や村及び関係

団体等が実施するイベント等での販売スペースを確保など、販売機会の確保及び村民等

へのＰＲの推進にも努めることとする。 

 

附 則 

 この方針は、告示の日から施行する。 


